


















予約申込みをご検討されている皆様へ

水戸市少年自然の家

申込みにあたっての留意事項

１ 申込受付期間

定期申込みよる使用日の決定（8/1～8／31）は，期間内に受理いたしました予約申込書に記載されて

おります『利用希望日』『利用人数』『団体数』に基づき，宿泊定員等を考慮の上，利用日を決定いたし

ます。

【定期（優先）申込期間】

※ 圏内－笠間市，ひたちなか市，那珂市，小美玉市，茨城町，大洗町，城里町，東海村

【随時申込期間】

随時申込期間では，定期申込で決定した日程を基に，空き状況，利用状況を考慮し，先着順で受付をい

たします。なお，随時申込みの際は，必ず事前に電話等で空室状況をお問合せの上，お申込みください。

２ 利用決定の連絡

定期申込みの決定は，令和６年 10 月以降に書面にて通知いたします。

３ 利用希望日の注意

○ 希望日は必ず４つご記入ください。希望日は，原則１週につき１つの希望日を記入願います。なお,

１週につき２つ以上の希望日を記入する場合には，必ず曜日が重ならないようにしてください。

○ 研修予定の記入につきましては，晴天時・雨天時の両方を必ずご記入ください。

○ 使用日の調整は原則，基準となる宿泊定員で決定しています。

○ 例年，学校における利用では，希望日が木・金曜日に集中します。また，夏休み期間中は土・日曜

日を希望する団体が多く，希望通りにならない場合もあります。

４ 事前打合せ会議

○ 施設を使用される団体の責任者の方には，『責任者打合せ会議』に出席して頂きます。

会議では，施設の使用上の留意点や提出書類の説明等のガイダンスを行います。また，同一日利用

の団体がいる場合には，活動場所や活動内容の調整を図ります。

○ 責任者事前打合せ会議は，使用日の約１ヵ月前に開催日を設定します。

○ 同一日利用の団体との調整によっては，希望通りの研修計画にならない場合もあります。

５ その他

○ 当施設は，研修施設となります。生活の規則が決められておりますので，起床時間や消灯時間，奉

仕活動等，必ず守っていただきます。また，活動プログラム・調理活動における基本的な指導は，

団体の引率者・責任者が行っていただくようお願いいたします。

申 込 期 間 募 集 対 象 区 分 募集開始の案内方法

○令和６年 ８月 １日（木）～

令和６年 ８月 31 日（土）

水戸市内幼・保・小・中・

義務教育学校

特別支援学校

・学校長会

・メール

・ＦＡＸ等

○令和６年 10 月 １日（火）～

※電話のみの申し込みで先着順となります。

水戸市内青少年関係団体 ・メール

・ＦＡＸ等圏内幼・保・小・中・義務

教育学校

○令和６年 11 月 １日（金）～

※電話のみの申し込みで先着順となります。

県内幼・保・小・中・義務

教育学校

・メール

・ＦＡＸ等

申 込 期 間 募 集 対 象 区 分 募集開始の案内方法

○令和６年 12 月 １日（日）～ 一般団体 ・ＨＰ（ホームページ）
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